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滑りやすくて危ない床や階段に悩んでいませんか？

滑り止め工事のことならお任せください！
南あわじ市松帆古津路645

しょう　わ　よう ぎょう

TEL：0799-36-2280

現地調査・見積り無料 塗るだけの簡単工事

集合住宅 商業施設 病院・介護施設公共施設一般住宅

動画配信中

基準費用額は施設における平均的な費用を勘案して国が定めた費用額です。施設によっては、利用者負担額が基準費用額と異なる場合があります。

■基準費用額と自己負担限度額（1 日あたり） 単位：円

問長寿・保険課☎ 43-5217

区　分

居住費

食費従来型個室 多床室
ユニット
型個室

ユニット
型準個室特養

老健
療養

特養
老健
療養

基準費用額 1,150 1,640 840 370 1,970 1,640 1,380

第１段階
生活保護を受給している人

320 490 0 820 490 300

世帯全員（世
帯分離してい
る配偶者を含
む）が市町村
民税非課税

老齢福祉年金受給者

第２段階
本人の合計所得金額＋課税年金
収入額＋非課税年金収入額の合
計が 80 万円以下の人

420 490 370 820 490 390

第３段階 第 2 段階以外の人 820 1,310 370 1,310 1,310 650

介護保険制度
介護施設入所時の居住費と食費の軽減お知

らせ
　

介
護
保
険
施
設（
老
人
福
祉
施
設
・

老
人
保
健
施
設
・
療
養
型
医
療
施
設
）

に
入
所
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
場

合
、
条
件
を
満
た
し
て
認
定
を
受
け

れ
ば
、
居
住
費
（
滞
在
費
）
と
食
費

に
限
度
額
が
設
定
さ
れ
、
限
度
額
を

超
え
る
分
に
つ
い
て
は
介
護
保
険
か

ら
給
付
し
、
利
用
者
の
負
担
を
軽
減

し
ま
す
。

対
象
者　

次
の
❶
❷
の
条
件
を
満

た
す
人
❶
世
帯
全
員
（
世
帯
分
離

し
て
い
る
配
偶
者
含
む
）
が
市
町

村
民
税
非
課
税
❷
預
貯
金
等
が

単
身
１
０
０
０
万
円
以
下
、
夫
婦

２
０
０
０
万
円
以
下

※
収
入
等
の
段
階
に
応
じ
て
軽
減
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

申
請
方
法　

制
度
を
利
用
す
る
た

め
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。
長

寿
・
保
険
課
に
あ
り
ま
す
申
請
書

に
必
要
事
項
を
記
入
、
押
印
の

上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

❶
印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
印
不
可
）

❷
預
貯
金
通
帳
、
有
価
証
券
等
の　

　

写
し
（
夫
婦
の
場
合
は
２
人
分
）

※
現
在
、
制
度
を
利
用
し
て
い
る
人

へ
は
、
６
月
下
旬
に
更
新
書
類
を

送
付
し
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
利

用
す
る
場
合
は
申
請
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い

　介護保険制度では、通常１割または２割負担（８
月からは１割から３割負担）が原則ですが、社会
福祉法人等のサービス事業所で介護サービス（施
設サービス・ショートステイサービス・デイサー
ビス・ホームヘルプサービス）を利用する場合、
条件を満たし、認定を受ければ利用者負担が軽
減されます。

■軽減を受けられる市内事業所

対象者　市町村民税非課税世帯の人で、次のす
　べての条件を満たす人。❶年間収入が単身世
　帯で 150 万円、世帯員が１人増えるごとに 50
　万円を加算した額以下であること❷預貯金額が
　単身世帯で 350 万円、世帯員が１人増えるごと
　に 100 万円を加算した額以下であること❸世帯
　がその居住用の家屋、その他日常生活に必要な
　資産以外に利用できる資産を有しないこと❹負
　担能力のある親族に扶養されていないこと❺介
　護保険料を滞納していないこと
軽減額　利用者負担額の 25％、老齢福祉年金 
　受給者は 50％軽減
申請方法　制度を利用するためには申請が必要。
　長寿・保険課にあります申請書に必要事項を記
　入、押印の上、提出してください。
申請に必要なもの
・印鑑（スタンプ印不可）
・預貯金通帳（世帯全員分）
・健康保険証
・年金証書または年金支給通知等
※現在、制度を利用している人は、７月に更新
　書類を送付させていただきます。引き続き利
　用される場合は申請書をご提出ください

 緑風館（広田）

 緑風デイサービスセンター（広田）

 みどりの家（広田）

 南あわじ市社会福祉協議会訪問介護事業所（広田）

 南あわじ市伊加利デイサービスセンター（伊加利）

 特別養護老人ホームどんぐりの里（松帆）

 どんぐりの里ショートステイ（松帆）

 どんぐりの里デイサービスセンター（松帆）

 幼老複合型うぃず（松帆）

 地域密着型介護老人福祉施設　いちごの家・楽園おのころ（榎列）

 特別養護老人ホーム翁寿園（八木）

 特別養護老人ホーム「太陽の家」( 八木）

 特別養護老人ホーム「太陽の家」短期入所生活介護事業所 ( 八木）

 平成ホームヘルパーステーション（八木）

 老人デイサービスセンター「ケアセンター太陽の家」（八木）

 三原デイサービスセンターやすらぎ（八木）

 やすらぎ訪問介護事業所（神代）

 地域密着型特別養護老人ホーム　太陽の家ウエスト（神代）

 特別養護老人ホームすいせんホーム（賀集）

 南淡デイサービスセンターやすらぎ（賀集）

 小規模多機能施設風らん（賀集）

お知
らせ 介護保険制度

社会福祉法人等による利用者負担軽減措置
問長寿・保険課☎ 43-5217

【
記
念
講
演
】
参
加
自
由
・
入
場
無
料

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
安
心
安
全
な
使
い
方

～
子
ど
も
に
迫
る

　
　
　
ネ
ッ
ト
危
機
の
実
態
と
そ
の
対
策
～

▽ 

開
催
日
時

　

７
月
12
日
（
木
）
午
後
7
時
～

▽ 

開
催
場
所　

中
央
公
民
館
大
ホ
ー
ル

※
多
数
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す

　

南
あ
わ
じ
市
青
少
年
育
成
セ
ン
タ
ー
で

は
、
子
ど
も
た
ち
の
健
全
育
成
を
考
え
る
た

め
に
各
種
団
体
長
、
関
係
機
関
が
集
ま
り
7

月
12
日
に
青
少
年
健
全
育
成
市
民
会
を
開
催

し
ま
す
。
平
成
30
年
度
は
青
少
年
の
ネ
ッ
ト

ト
ラ
ブ
ル
を
重
点
課
題
と
し
、
家
庭
と
地
域
、

学
校
、
行
政
が
一
体
と
な
り
、
次
代
を
担
う

青
少
年
を
育
む
環
境
づ
く
り
を
推
進
し
ま
す
。

　

国
を
挙
げ
て
進
め
て
い
る
「
働
き
方
改

革
」。
本
市
に
お
い
て
も
教
職
員
の
働
き
方

改
革
の
一
環
と
し
て
、
夏
季
休
業
中
に
次
の

通
り
学
校
閉
庁
日
を
設
け
ま
す
。

▽
夏
季
休
業
中
の
学
校
閉
庁
期
間

　

８
月
13
日
（
月
）
～
15
日
（
水
）
の
３
日
間

▽
目
的　

市
立
お
よ
び
組
合
立
小
中
学
校
に

お
い
て
お
盆
期
間
中
は
学
校
業
務
閑
散

期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
教
職
員
の
心
身
の

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
と
休
暇
取
得
促
進
を
図

る
と
と
も
に
、
夏
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

を
行
う
た
め
に
学
校
閉
庁
日
を
設
け
る
。

▽
そ
の
他　

緊
急
時
の
連
絡
は
学
校
教
育
課

を
通
し
て
、
学
校
長
に
行
い
ま
す
。

子どもたちの健全育成を考える 夏季休業中の学校閉庁日
問青少年育成センター☎ 43-5238 問学校教育課☎ 43-5231

お知
らせ

お知
らせ

【芸能部門】

　大正琴、コーラス、郷土芸能、舞踊など

■日時　７月８日（日）

　開場：午前９時３０分　開演：午前１０時～

■場所　中央公民館２階大ホール

■ゲスト　

◦藤本健太郎・高橋静
せいゆう

雄

 　津軽三味線

◦野々村あい歌謡ショー
（写真）ゲストの野々村あい

【カラオケ部門】

■日時　７月７日（土）

　　　　午後０時３０分～

■場所　中央公民館２階大ホール

■ゲスト

　◦豊
ほ う ら い や

来家板
ば ん り

里　太神楽曲芸

　◦野々村あい　歌謡ショー　

【展示部門】

中央公民館（午前９時～午後５時）

写　真：７月 ２日（月）まで

手工芸：７月 ５日（木）～ ９日（月）

盆　栽：７月 ７日（土）～ ８日（日）

書　道：７月 １2 日（木）～ １6 日（月）

絵　画：７月 １9 日（木）～ 2３ 日（月）

南あわじ市ふれあい文化芸能祭
問南あわじ市文化協会事務局（中央公民館内☎ 43-5038）

案内


